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 それでは、開会させていただきます。 

 最初に、事務局さんから本日の委員の出席状況と傍聴人さん等についてのご

報告をお願いいたします。 

それでは、事務局より本日の委員の出席を報告させていただきます。本日の

委員は欠席なく、全員出席いただいておりますので、本日の審議会は成立して

いることをご報告申し上げます。 

 次に、本日の当審議会を傍聴される方につきましては６名となっております。

傍聴人におかれましては、審議の進行にご協力をお願いいたします。 

 以上でございます。 

 ありがとうございました。きょうの審議会が成立しているというご報告をい

ただきました。傍聴人の皆様におかれましては、傍聴要領のご遵守と審議会の

進行へのご協力をお願いいたします。 

 なお、本日の会議につきましてはおおむね２時間とさせていただき、午後８

時３０分の閉会を目安とさせていただくということです。この時間内でござい

ますが、お時間の許す限り熱心なご討議をお願いいたします。うわさに聞きま

すと、もう一度集中豪雨が来る可能性があると、その時間帯にという情報のよ

うです。 

 早速、議事に入らせていただきます。 

 委員の皆様には平成１５年度の答申につきまして、本日までに熟読していた

だくようにお願いしておりました。事務局からはその答申を受けた後に行われ

た補助金改革につきまして、まずご説明いただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、資料１の川西市における補助金改革についてという資料に基づい

て説明させていただきます。 

 まず、平成１５年１０月２９日に、前回の川西市補助金等審議会の方から川

西市における補助金等に係る今後のあり方についてという答申をいただいてお

ります。これを委員の皆様にお読みいただいたわけですが、その答申に基づき

まして、平成１６年度予算編成より補助金の見直しを行っております。 

 まず、第一次見直しとしまして、平成１６年度予算におきまして、市の任意

補助金、答申の中ではＤ区分と言われている部分なんですが、この部分につい

て約２,４００万円の削減を行いました。その中身、内訳ですが、団体の運営に

対して支出している補助金、これについては１０％、団体が実施している事業

に対して支出している補助金、これにつきましては５％の削減、その他の任意

で市が支出している補助金、これにつきましては事業効果を個別に判断した上

で一部削減をしております。 

 次に、二次見直しといたしまして、平成１７年度、１８年度予算編成時にお

きまして、答申における三つの視点、公平性、公益性、透明性から一定の見直

しを実施いたしました。 
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 その内容についてですが、平成１８年度予算編成時資料という中に盛り込ん

でおるんですけれども、まず交付要綱規則の制定を行いなさいと。 

 次に、補助金の対象外項目として、答申に基づいて補助金の支出対象としな

い定義を明確にいたしました。また、団体運営補助金の見直しとしまして、原

則事業奨励補助金に転換いたしました。 

 次に、補助期間を原則５年といたしまして、見直しを一定義務づけるという

形にいたしました。 

 次に、繰越金、剰余金につきましても見直すこととしました。 

 また、補助の上限額１００％補助につきましても見直すということと、事業

の内容の公表ということで、これにつきましては１６年度決算よりその補助金

の支出の根拠となりました、各団体から出てきてます実績報告書をすべて公表

しております。また、その後に定義いたしました補助金の交付要綱、これにつ

きましても市政情報コーナーとホームページにおきまして公開しているという

形にしております。 

 その改革の中で、答申で指摘されておりながら未実施となっている項目がご

ざいます。それが左下の方になるんですが、まず少額補助金は原則廃止となっ

ておりました答申ですが、これにつきましては逆に少額の補助金を交付してい

る団体が零細団体であるということから、また公益性もあるということから廃

止を行っておりません。 

 次に、補助金の検証・評価についてですが、これにつきましては答申の中で、

可能な限り行政評価システムに取り込みなさいという答申がございました。公

表という面では、先ほど申し上げましたように実績報告書の公開という形に踏

み切っておりますが、検証評価という形で行政評価に取り込むということは、

残念ながらできておりません。 

 また、公募制補助金の創設につきましても前回答申にございましたけども、

いまだ未着手になっております。 

 以上でございます。 

ありがとうございます。 

 ただいまの資料１に関する説明につきまして、何かご質問ございますか。よ

ろしいですか。 

 未実施項目の中で、公募制補助金の創設というのがありますが、これはどう

いったものですか。 

 公募制補助金の創設というのは、どういうのをイメージしてたのかというこ

とですが。 

 補助金公募制度につきましては、この答申の中に出ておる内容なんですが、

現状、川西の補助金といいますのは、市の方が補助金の要綱を制定し、その要

綱に基づいて各団体に対して出している、あるいはお願いしてやっていただい

ているというものでございます。それに対して公募制度と言いますのは、団体

を定めずに、その事業を地域で実施する主体、今まででしたらコミュニティで

あるとか、いろんな方法をやっておるんですけれども、そういったところじゃ

なく広くいろいろな、入札的なもんなんですが、広く公募して、様々な団体か
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ら事業計画を受付け、その事業計画に基づいて補助金の支出先を選定していく

という形になります。そういったものが補助金の公募制というふうにイメージ

としてとらえてます。以上です。 

 よろしいですか。ほかございませんか。 

 それでは、続いて資料２の説明をお願いいたします。 

 それでは、資料２の方の説明をしたいと思います。 

 まず、最初に本市の行政評価なんですが、本市は結構検討の期間、入った期

間が早くて、平成４年から行政評価というものに取り組むというか、検討を開

始いたしました。実際には平成９年から事業評価の方を施行いたしております。

平成１１年からは従来の行政評価に加えまして施策レベルの行政評価を開始し

て、そのときにこの決算成果報告書としてこの本をまとめているものです。 

 この分は抜粋にはなっておりますが、今現在では６００ページにも及ぶもの

になっておりまして、それを抜粋したものなんですが、まずこの１枚表紙をめ

くっていただいて、最初からちょっと１０ページということになっております

のも抜粋ということでご了解ください。本市の行政評価というのは総合計画に

掲げております都市目標を頂点といたしまして、この一番左に書いてあります

分野、健康福祉都市でありますとか、教育文化都市ということで、全部で自治

体経営までの７分野を定めております。その下に施策というものを含みまして、

全部で７５ほどあるんですけども、一番最初で言いますと、健康福祉都市の下

に、小分野というもので健康というものがございまして、その分野をまた一つ

ブレイクダウンした形で健康づくりの推進であるとか、保険・医療サービスの

充実、医療体制の充実という施策で分けております。その下に実際的な実施事

業としまして、健康づくり推進事業、老人医療扶助事業ということで、この事

業が約７００程度あります。これが頂点とします都市目標に向かっての一つ一

つのアイテムというふうに考えていただければいいかと思います。おおむね３

階層、分野、施策で事業名というふうに３階層に分けておりまして、これを平

成１９年度まで、こういう形で実施してまいっております。 

 今、補助金ということですので、一つ代表してコミュニティの組織活動補助

金ということでご紹介させていただきますと、５１２ページをごらんいただけ

ますでしょうか。５１２ページなんですが、この補助金はコミュニティ推進事

業という事業の中で支出しています。そのコミュニティ推進事業というのを見

ましたら、その右のコスト情報というところで事業費において、職員の人件費、

公債費、職員が何人かかっておるかですね。あと財源、どういうように一般財

源から出ているのか、国、県の支出金で出てるのかという、そういうコスト情

報を書いております。 

 その次、事業目的というふうになっておりまして、その次、事業目的達成の

ための手段といたしましてその次に書いてあるのが細事業というものです。細

事業のうちとしましてコミュニティ活動支援事業、これも右にコストが幾らか

かっているかということが書いてあります。その対象としまして１３コミュニ

ティ、対象者数は広く市民ということになっておりまして、その概要が説明し

てあります。 
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 この概要の説明文の中で、コミュニティ組織活動補助金ということで、総額

これこれの金額が出てますというふうには書いておりますが、この中で、補助

金に対する効果といいますか、成果というような記述までには至っておりませ

ん。その右のページに成果内容ということで出てるんですけれども、この中で

は広報紙への掲載状況であるとか、コミュニティの組織図であるとか、コミュ

ニティセンターの利用状況ということで、補助金以外のコミュニティ事業で支

出されたお金に対する成果というものが、また違った面で出ております。 

 コミュニティ活動補助金というものを一つの成果というもので見るには、ち

ょっと一つのアイテムというんですかね、事業を実施する中での一つのルール

としては、一つ小さいレベルになってくるので、この大まかな成果表という中

に入れるのには少々限界があったと私どもの方は考えております。これによっ

て、結局評価システムの方に入れきれなかったというようなものが現状でござ

います。 

 これも一つ、事務局の考えなんですけれども、第１回のときにお渡ししまし

たＡ４横の調書というものがございます。今それは公表してないんですが、そ

ういうものを活用、拡充ですね、充実させながら、一つ評価という視点も加え

ながら公表というものに持っていくのも一つの方法かなというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 ありがとうございました。 

 資料２の見方はおわかりいただけたかなと思いますが、この資料においても

結果的に補助金を行政評価システムのベースに乗せることができていないとい

う内容でございました。 

 それでは、前回の答申をご覧いただいていると思いますが、それとこの資料

１についてご覧いただいて、自由に意見を交わしたいというふうに思っており

ます。疑問に思っておられる点とか、まだこれについては情報が頭に入ってな

いとか、何でも結構でございます。ご随意にご発言いただけますでしょうか。 

 一応前回の答申、公益性とか公平性、これはまあ絶対動かない視点になりま

すよと。それと透明性を加えて三つの視点でまとめられて、大変苦労されてる

なという感じだと思います。 

 しかしですね、全体を通して感じるのは、補助金を受ける側の視点が欠落し

ているんじゃないか。前にもちょっと、わかりやすい例で前にも言いましたが、

例えばスポーツクラブ２１、これは県の補助金ですが、市が副申の立場でいろ

いろ査定をやるわけですが、そのときクラブの設置の場所については一応学校

内であると、これは絶対動かすなと。学校内にクラブを建てるために、土日な

んか自由に使えないわけですね。だからそういう意味で、もともとスポーツク

ラブ２１というのは誰でも、いつでも、どこでも、気軽にスポーツになじむ環

境をつくるということなんですが、その目的に照らしても、学校内につくった

ことによってなかなか入りにくいと、使い勝手が悪いというような事象が起こ

っておるわけです。これは県の補助金であるけど、副申の段階でそういう非常

にきつい制約を加えてるもんだから、本来の目的からちょっと、本来の目的を
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満足させるとこまで行っていない。そういうところを、そういう補助金を受け

る側の立場に立てばちょっと使い勝手が悪いなと。そういう評価はどこで、こ

の答申ではどこで出てくるんだろうかと。 

 ただ、僕はあくまでもこの評価というのが行政側の立場から評価してると思

う。そうじゃなくて、それはもちろん必要ですよ。目的をつくって、行政の目

的から補助金を支出するんだから、それはそれでいい。だけど受ける側の立場

からの評価というのも必要なんやと。例えば、結果報告書、この補助金に対し

て満足でありますかと聞いたら、恐らくネガティブな反応が出てくると思いま

す。 

 もう一つ言いたいのは、そういう制約を加えることによって、学校の敷地外

で、例えば県民広場の補助金をもらって建物を建てる場合に、できたら一緒に

やろうじゃないかとか、一緒にやっとく方が効率が上がるし、そんだけ効果が、

むだも省けるやないかと、そういう発想も出てくるわけです。そういう発想が

結局生かされなかったと。 

 私自身、スポーツ２１と県民広場と合体して無駄をなくして、必要なものは

例えば便所なんか必要なものはつけていこうやないかというふうに言うとった

んですが、もう絶対だめだということになって、お互いにそれぞれでつくるよ

うになった。だからそういう面で、行政の都合だけじゃなくして、やっぱり補

助金を受ける側、住民の側の評価というものも加える必要があるんじゃないか

と。この前の答申ではそれが出てないなと。だから今度の新しい答申ではそう

いったものにも現実として使い勝手のよさとか、そういう面でも配慮すべきで

はないかなと、そういうふうに考えております。一応一つの例を挙げれば以上

のようなことでございます。 

 ありがとうございます。 

 順次いただきます。 

 どうぞ。 

 ちょっと私自身の考えがまとまっておりませんけれども、状況としては平成

１５年度の補助金のこの答申を見てまいりましたけれども、情勢としてはこの

ときの情勢と今の情勢とそんなに変わらない、さらに今財政的に厳しいという

状況の中で、１５年度のこの答申に書いてあるのはこれはこれできちっとまと

まっているようになっている感じがします。 

 ただいまの委員のご意見もありましたけれども、行政の都合とそれから受給

者の都合というのは結構矛盾するというか、アンバランスになりがちな、受給

者の立場に立つというのと行政の補助金を与える側に立つ場合、やっぱりそれ

ぞれによって立つ立場、与える、受けるというのがありますから、この整合性

をいかにして取るかって非常に難しい。それをどうやって文章化するのは、言

葉で、答申であらわすとしたら随分難しい部分がございます。そこのところを

文言上、文章上どうやってクリアするかと。５年前、現代との、要するに時代

背景を考えていくならば、行政としては変わらずあるいはもっと厳しくなる中

で、行政の立場、あるいは受給者の立場、考えた文言で答申を作るのは非常に

難しい、表現が難しくなったところを今感じております。 
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次にいかがでしょうか。 

 一つは、行政サービスの成果表というのは川西市が出されることを初めて知

りまして、ホームページ上でも確認させていただいて、進んでるなと思ったん

ですけど、ただ事業成果自体はデータがとれるものばっかりで、見ただけでち

ょっとがっかりというか、ニーズが増えてたとか、それぐらいで、もうちょっ

と詳しいのが欲しいなと思いましたけど、ただ公表している点はかなり感心を

いたしております。 

 答申に戻りますと、行政代行型の補助金というのは、ここで答申では市がみ

ずから事業を見直すべきであるとして、後は省いているようですけど、答申の

７ページ、これは市の方でこの年度でされたかということですね。行政代行型

となると、その団体に業務を委託しとるのですか、補助金でも委託料に近いん

だと思うんですけど、この見直しがどうなったんでしょうかということをお伺

いしたいと思います。 

 それから、もう一つは零細といっても、１０万円以下に、答申では１０万以

下が多分零細だとなっているんでしょうけど、団体は小枠ですね。団体は零細

のために廃止するというのは市の項目になってるんですけど、具体的に零細の

団体というのはどの程度零細なのか、ちょっと具体的に分けにくいことがあり

ます。あれしたらその団体をカットできないかどうか、詳細なことはわかりま

せんので、その点についてちょっとお伺いしたいというか、疑問に思いました。 

 以上です。 

 今の２点、ご質問ですので、その場でお答えできるでしょうか。 

 重ねて言いますと、行政代行型補助金、答申４ページにあります行政代行型

補助金はその後どのように扱われているのか。それから零細補助金は今回さわ

らないという、その後の補助金改革の方の資料１の説明では廃止するとなって

いるけれども、その理由はということですね。 

 行政代行型補助金につきましては、市の外郭団体の方がさまざまな目的を持

って設置している部分が大半を占めておりますので、この部分につきましては

職員給与の減であるとか、事業コストの圧縮によって削減をしております。委

員の方からご指摘がありました委託料に近い部分というのは確かにそういう存

在であることは間違いないだろうと。 

 少額補助金の関係につきましては、これはいろんな議論があったんですけれ

ども、少額の補助金を出すことで公益性の認証でもあるというような考え方も

出てきておりまして、将来的にこの事業をしていく上で簡単に補助を停止する

ことが、事業そのものを否定することにつながりかねないということから、躊

躇して今現在完全に廃止できない状況があるというようなことが現在起きて、

こんなイメージかなと思っております。 

それでよろしいでしょうか。 

 では次どうぞ。 

 私もこの補助金等審議会のメンバーに加えていただきまして改めて１５年の

答申を、審議会の答申を勉強したんですけれども、私も１５年に川西市民でお

ったときにこれだけ立派な答申が出てるのは実は不勉強で知らなかった。だか
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ら１５年当時、ここで指摘されてることが大きく流れとしてはほぼ的を射てる

ものが多いと思うんです。やっぱり川西市民はかなり自助されてますんで、こ

ういう１５年からの補助金の削減の状況を市民にもしっかり情報公開せないか

んと思うんですけども、あわせまして１５年から大きく変わってないんですけ

ど、現在川西で出生率はたしか１.１２ぐらいですし、人口的には２５歳から３

９歳が非常に膨らんでおります。あるいは高齢化比率も２１％ぐらい、たしか。

実は私が住んでいる場所は高齢化３３％でございまして、学校も最大１,０００

名ぐらいおられたと思うんですけど、今４４０か４５０名ぐらいだと思います。

そういう意味で長い目で見ますと、川西市の税収、収入は長期的には減少に向

かうと思います。片一方、これから高齢化に伴う介護、医療費、社会福祉に関

する経費は当然増加を予想されます。そうしますと、こういう状況を市民の方

が、国の方の財政は８５０兆円赤字とか、新聞やテレビにどんどん出るんです

けれども、総合的には恐らく市の財政状況も健全であるべきだとみんな思って

る方が多いかと思うんですけれども、現実にはなかなかこういう状況が理解さ

れてないところがあるんではないかと。だから片一方には行政の合理化を図り

まして、切削せないかんと思うんですけども、政府の行財政改革で今後は地方

財政への配分がよほど大きくならない限り、トータルでは恐らく税収の減に対

して、高齢化に伴うコストが上がってくるというのが全国的にそういう傾向が

予想されます。 

 また、この人口減等で、今まではある意味利益の配分という、それはまあ一

部補助金でそういう役割を果たしておったんですけど、今後は負担の配分とい

うことも大きな流れとして出てくると。そういうことをやっぱり市民の皆さん

方にしっかり情報公開をして、私たちが出す答申においては、パブリックコメ

ントは見えますけども、その辺のところ、私たちの答申はある意味では市民へ

の提案の部分が出てくると思うんですけれども、あるいは行政に対する提案と

いうものも入ってると思いますけど、そういう意味で市民の皆さん方にしっか

りと今後出す審議会の答申を公開し、いろいろな面で市民の皆さん方の理解を

高めながら、これから出します補助金の審議会からの答申が行政、あるいは市

民の皆さん方の理解を得ながら、最低限守らなければいけない行政サービスを

明確化しながら、その大きな流れを理解を得て、不必要な、従来利益の配分と

いうとおかしいですけど、補助金等も大きな目で、１５年の時代を今までの経

過を検証しながら、新しい時代に向かってある程度市民の皆さん方への提案と

いうこと、それは場合によっては補助金の個々が要約されているということも

予想されるんですけども、そういうことをしっかりアピールしていけば、この

１５年の答申を加えて私たちがこれから議論を十分詰めていき理解を得ると。

そのことによって川西市の将来に向かっての財政の健全な発展ということが期

待できると思いますので、１５年度、私も不勉強だったんですけども、これだ

けのものが出ており、市の内部でもこれだけの取り組みがなされたということ

は、改めて反省いたしてますんで、そういうふうに感じました。大ざっぱなあ

れですけども、そういう意味でやっぱり市民の皆さん方に現在の状況と今後の

地方財政の大きな流れの中での状況を、答申とともに改めてご理解していただ
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く方策というものを行政の方におきましても考えていただきたいなと。これは

答申に向かって我々の作業とともに市民への流れ、全体の流れの方向性につき

ましても、言ってみれば行政側からの提案ということも含めて、この状況をし

っかりと情報公開していただきたいなと、現在の状況を理解してもらえるよう

な方法を考えていく必要があるのかなと思います。 

 ありがとうございました。 

 では次どうぞ。 

 平成１５年の答申を拝見して、非常にその当時の、私はそのとき存じ上げま

せんですけれども、恐らくそのときの状況で非常に精緻に分類されてるなと思

ったのと、ただ特に私、前回の議論を伺いながら再確認、その答申の中では恐

らくこういうことをおっしゃってるんだろうなという、言っていたように思わ

れることをちょっと改めて認識しながら思ったんですけれども、この公益性、

公平性、透明性というのが、だれのための、何のための３要素なのかというと

ころで、恐らく市民に対してだと思うんですね。私は、どうしても補助金とい

うと市から市民にという流れで考えるべきところなんですけども、それは基本

的には市民から市民へということなんだなというふうに思うわけですね。 

 そうしますと、例えば補助金をもらってる団体さんが、なぜ例えばほかに幾

つか団体さんがあって、似たような活動をされてるところがあるとされたら、

なぜ自分のところはそういった補助金を受けれるのかというのは、その団体さ

んがやはりほかの市民さんに対して説明しなければいけない。少なくともその

自覚を持っていただかなければいけないという部分なんだろうと思うんです。 

 その事業型の補助金の方が制度としては難しいのかもしれませんけど、事業

代行型の方は本来的には一定の委託や、明確には事業補助としての形に移行さ

れる方が恐らく望ましいと思うんですけれども、それはちょっと置いておきま

して。 

 透明性も行政に対してこうやって使いましたという透明性と、市民に対して

こういうふうに使いましたという透明性というのは多少アプローチが違うんじ

ゃないかなと思うんです。恐らく、例えば零細団体の話がありましたけども、

公益性があるか、公平性があるかというところで、例えば市から見た場合、や

っぱりなかなか市民さんの活動に対して、あなたのとこの活動は公益性はない

ですよというのは、やっぱりもう難しい、そういう判断をするレベルの補助金

の出され方をされてないと思うんですね。それなりに皆さん活動されてること

には公益性があり公平性がありということなんだと思うんです。その透明性に

対してどういう制度をつくるかというお話をされてたかと思うんですが、透明

性に関しては一定の制度的な担保があり得ると思うんですけれども、それだけ

の補助金を受けるだけの公益性と公平性があるというのは、行政に対してアピ

ールされるというよりも、それを受けてる市民さんが市民さんに対してきちん

と説明をするのが恐らく本来の形なんだということですね。特に前回の議論を

通じて再確認をして、ちょっとそれでその目線で読み返したら、そういうこと

を意識させる書きぶりがちょっとあったなと思いながら拝見していたんです

ね。 
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 何のために市民、じゃあどういうふうに公平性を担保する、市民に対して公

平性を担保するということが、補助金が行政から市民におりてくるということ

じゃなくて、県がどういうふうに考えられているかはまた別のことだと思うん

ですけど、少なくとも川西市さんとしては市民から市民に対する補助金である

と。だからそこの補助金を受けている団体がなぜご自身が補助金を受けている

のかをご自身の意識として説明をしなければいけない。その意味でやはり透明

性は担保されますし、こちら、前回取扱注意でいただいている帳票が提示され

るというのがあるとするならば、恐らくその意味で提示されることになるのだ

ろうと。 

 それを踏まえて、じゃあ例えば１５年も２０年もその補助金がなければやっ

ていけないという団体さんが、そのほかの市民さんの目線から見てどう判断さ

れるのか。ということはまた別の難しい問題なんだと思うんですけれども、少

なくとも補助金の位置づけというのはそういう位置づけというふうに見なくて

はいけないのかなというふうに思いました。済みません、ちょっとまとまりま

せんけれど。 

 追加意見を言っていいですか。 

 これ５年前ですね、１５年の答申ですから、公平性、公益性、透明性、これ

は非常に基準としては多くの方々は理解できる基準だと思うんですけども、で

すから私たち今回は公益性、公平性、透明性というものをやっぱり土台にしな

がら、川西オンリーワンのまちづくりと言ってますんで、もう一つは、先ほど

委員がおっしゃいましたように、受け取る側からの視点の入った基準みたいな

ものが打ち出せないかな。といっても自分でもよくわかんないんですけども、

公平性、公益性、透明性というのは一応スタンダードな、グローバルな基準と

してはいいんですけども、川西市のじゃあ５年後を見据えた場合、この三つの

１５年のときの基準プラス何を今提言していく、ちょっとまとまらないんです

けども、この基準を置いたときから。というのは、どこの公共団体の答申を見

ましても、大体公益性、公平性、透明性の三つが出ておりますんで、じゃあ５

年たった２０年度の答申としてこれに何を加えられる、何を、よくわからない

ですけど、そんな感じを漠然として持っております。 

 それについて僕も考えておったんですが、実効性ってどうなんかなぁ。使い

勝手のよさ、そんなんが入るんやろうかとか、国語辞典で引っ張り回して調べ

ても大したものはないんですね。もっと強いのがないかなと思って探しておる。 

 僕もそれを何でまとめたらいいのか、そこら辺のところでまだまとまってな

いんです。 

 ありがとうございます。 

 ほか何か追加でございますか。よろしゅうございますか。 

 やっぱり言葉というのは概念ですから、非常に言葉では公益性、公平性、透

明性、今実効性という言葉がありましたけども、例えばここに公共性という言

葉を持ってきたらどうだろうとか、いろいろ言葉の連想ゲームとしては頭の中

では組み立てができるんですけども、これを実際に当てはめて、この団体に公

益性があるか、公平性があるか、透明性があるか。それで今おっしゃった受け
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る団体どうしてきてるか。それが市民、要するに受ける団体がほかの市民の団

体に対しても説明できるとか、あるいは説明しなければいけないような、そう

いうご意見だと思いますけども、そういうことも加えるとしたら、言葉自体が

例えば公益性とか、公共性というのはわかりますけども、概念としても物すご

い中途半端で、これを一体だれが決めるんだという議論をしたら、この団体に

公益性があるか、公平性があるか、透明性があるか、あるいは実効性という言

葉を、もう一つ私はちょっと今ぴんときてないんですけども、あるいは横横で、

横の団体同士が互いに認め、いい交付団体として要するに市民への説明ができ

なければいけないという、そういうことも入れてだれかがこれを。結局市が、

市の補助金であれば市が与えるという決定をするわけですから、その中で、こ

の言葉をばらしていったら、結局活動の実績がどうであるか、いつできてどん

な活動をしてるか、これまで、実効性という中で実体のある活動があるかない

かと、結局きちっと調べないと、割と言葉というのはスローガンと一緒で書い

たら踊りますよね。踊りますけど中身が伴うか、こっちがきちっと精査した形

でその団体に適用できるか、チェックできるかという、そこがやっぱり最大の

ポイントで、それできちっと適正な管理で補助金を考えていこうというのがあ

れなんですけど、言葉の概念で言っても、こんな言葉になるかなと思いながら、

なかなかこれをその団体がこの三つの言葉でいくか、あるいは一つをまた足し

たりしても、実際の作業となると非常にやっぱり難しい。その団体にこの言葉

が当てはまるか、スローガンが当てはまるかというのは実際に判断するときに

非常に難しくて、正直いって言葉使いいろいろできると思うんですけど、それ

を実際に調べていくのは我々に課せられた課題ではないと思いますけども、い

ろいろやっぱり一つの答申が出たとしても、実施するに当たって非常にやっぱ

り難しいなという感じがしますね。 

 ただ、今まで出てる補助金がどのような成果を、全市民的に与えているのか。

それは第三者機関等も含めての評価なんでしょうけども、そういう意味で実効

性とか、有効性、おっしゃったようにもう一つ要るのかなと。だから今回５年

たっても公益性、公平性、透明性だけではちょっと５年間の流れの中で、財政

もこういう形で動いていきますし、片一方、人口も減少傾向がはっきりしまし

たんで、税金をいかに有効に使うかという、あるいはお金の使い方ですよね。

そうなってくるともう難しいんで私も悩むんですけど。効率だけはいかんです

ね。評価が難しいんですね。でもだれかが何かの評価をしないと。 

 だから、その団体の活動は極端に言えば報告書とか会計報告とかで出るんで

しょうけども、逆に言うたら、本当にその会計書が、会計書のとおりになるか

どうかというのは、これ本当はチェック入れたら違う場合がありますよね、具

体的にね。それでその団体が補助金の対象かどうかというのは、そこを個人的

に言いだしたら、個人の趣味でやっとるんじゃないかという場合も非常にある。

それが全市的に趣味のその団体に加入している人が人数でいったら多い。地域

へ広がっているから公共性、公益性があるでありましょうという仮説を立てる

んですけども、実際にはですね、本当は金でも本当に有効に使われているかと

いう評価をチェックをするか、大きな団体のとこまでチェックする能力を我々
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が与えられていったら本当はきちっとしたチェックはできますけど、我々はや

っぱり概念のとこで整理をしようとしてるわけですから、実際川西市の補助金

の団体がいろいろあるというのは一応私の概念では知ってるけど、その団体が

どんな活動してるか実態としては知りませんから、だからそのまま定義づけ、

文句づけはできるけれども、その後の、実際の、役所でも実際は会計報告なさ

れたら、どういう活動をしているかというそこまでチェックは実際はできない

というのが現状じゃないかと。だったら、その団体の歴史であるとか、会計報

告であるとか、活動報告とか、一応そういうのを字面を見ながらチェックをか

けているというのが実態ではないかなと。だからその中でさらに補助金を精査

しようとしているわけですから、だから確かに抽象的には言えるけど、実際こ

の団体は実効性がある、この団体の活動は有効で、この団体は無効とかいうチ

ェックをするのをこれからいろいろ進められていくんでしょうけれども、その

段階で我々の言葉がどういうふうな形で伝わっていくかということはちょっと

自信を持てない、我々がやるわけじゃないから。 

 ５年間で、５年前に答申が出て、それを毎年、毎年市長さんの予算提案、そ

して議会の審議等を得て、検証評価はされてきたと思うんです。ですから、そ

ういうことまでもう一段、第一段階として補助を受けている団体が自己評価、

自己検証してもらうと。言葉は簡単ですけど、なかなか難しい。それを市に何

らかの形で報告してもらって、それを受けて市が予算査定の段階での評価をさ

れて、最終的に市の検証評価として議会へ提案され、それが補助金、予算の形

でなってくると思いますんで、まずもらってる方の自己評価、もらってる方は

もう私は１００％やってるとおっしゃってる、自負を持っとられてると思うん

ですけども、それを大きな目で見て、自己評価というのはなかなか口では簡単

なんですけども、それを受けて市長、行政、議会との議論を含めて、そこで一

段の、市全体としての検証をしながら、第三者に明らかにしながら補助金も不

必要なものは削っていくという、抽象的になっちゃうんでよくわからないです

けども、そうせんと評価はできないですね。 

 透明性という言葉でも、実態は透明性って何かっていったら、要するに会計

報告をしてるかどうかぐらいでしょう、はっきり言ったら。その活動が年１回

発表会して、団体が。透明性というのはきちっと会計報告を役所に対してなし

ているかどうかぐらいが透明性の指す意味じゃないですか。あと秘密会議があ

るわけじゃないし。透明性って言葉はきれいだけども、会計報告が上がってお

ったらこれ透明性の担保とか、透明性を果たしたということになりませんか、

役所の側にして。質問ですけどどうですか、透明性の意味するもの。この５年

間透明性という言葉をですね。具体的に。 

全部もう一度見ていただけますか。７ページ以降、前の答申ですよ。前の答

申を７ページ以下に書いてありますから、それをごらんになってもう一度議論

していただけますか。 

 まず読んでみます。交付基準、基本的事項。交付基準は公益性、公平性、透

明性の三つの観点から策定する。なお、現在行われている団体運営補助につい

ては、市が全面的に見直し、事業奨励補助に限定する。これは実行されました
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ね。 

 公益性に関する基準。公益性のある補助目的とする。住民自治、社会福祉に

貢献する事業を推進するもの。市の将来的な施策として、個人団体に対し事業

を積極的に推進しようとするもの。各団体が行う事業活動が社会福祉の向上、

文化、芸術、スポーツ等の推進に著しい貢献が期待できるもの。地域を振興す

るために産業、雇用の促進において市が積極的に支援する必要があるもの。こ

れが当該委員会が示した公益性基準ですね。 

 次に、補助金の効果を把握する。事業成果が特定個人に限定されず、広く市

民に波及するものであること。補助を受ける団体は事業に係る支出を最も効率

的に行い、補助金をその目的のために最大の効果を発揮していることを前提と

する。なお、補助を受ける団体は、下部組織に補助金を配分する場合、事業奨

励に対する補助金とすることを条件にその効果が把握できるように補助金配分

のための基準を策定しなければならない。市は事業効果を的確に把握するため

に、行政評価システムを補助金対象に可能な限り活用すること。 

 次は、補助対象、補助金額を設定する。ここから後は実行をかなりされてい

るものでありますから、省略します。 

 公平性に関する基準。団体等の的確性を確保する。これも中身をお読みくだ

さい。 

 それから、補助期間を設定する。 

 透明性に関する基準。補助団体選定等のプロセスを公表する。 

 ここで次の丸、市が特に奨励する事業に関しては新規補助金を交付する場合

には、公募制度の導入を検討すること。なお、その場合の補助団体の選定に対

しては必要に応じて第三者機関制度を導入し、公平性の確保を図ること。これ

は実行されておりません。 

 次の丸の事後評価を充実し、結果を公表する。これもまだ実行されていない

ということですね。ですので、もう一遍言いますと、ここで前の委員会は交付

基準以下でかなり議論の材料を出してくれております。でありますが、公益性

に関する基準の白丸、上の白丸、四つの黒丸自体もだれがそれを判定するのと、

委員のおっしゃった疑問は解消できませんね。これ外形的、客観的に判定でき

るかという問題がありますね。 

 ここで、いわゆる政府側が提出する公共性基準と、いやそんなんおかしいと、

市民が決めることだと、市民的公共性基準という、これのダブルスタンダード

ができるという、これをどう議論するのという非常にスリリングな問題がいき

なり表に出ておりますが、これをちょっと議論したいと思います。 

 補助金の効果を把握するについては、把握しておりません、現実には。なぜ

ならば事業効果を的確に把握するための行政評価システムを補助金対象に活用

されていないからです。 

 それから、公平性に関する基準については余り問題はなく、今のところは運

用されてるんではないでしょうか。 

 補助期間の設定についてもこれは実行されてると思います。 

 透明性基準に関しては、今言った第三者機関を導入してやれと言ってるんで
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すけど、これもまだできていない。事後評価もできていない。ということをこ

れからどうするかという問題になりますね。このあたりの議論をしていただき

たいと思いますんで、公益性については空中戦をしても仕方がないんで。これ

がほんまに判定できるのということを、一体どうすれば判定できるのというこ

ともお知恵をおかりしたいわけです。 

 これ前の減免のときも似たような話になりましたよね。あのときの結論は何

だったですか。結論、アンケートの話をしたんですか。 

 減免のところは具体的にはでも地域それぞれのところで、これの支出の形が

いかなるところかという話が出まして、それで私、先ほど申し上げたこととつ

ながるんですけれども、活動そのものの中に市民や地域やその公益を意識した

ものをやってもらって、その活動のそのものを報告してもらうようなイメージ

しか残らなかったかなというところだったかと思います。 

 ただ、他方で体育協会さんもそうですし、市民楽団の方もそうなんですけれ

ども、なぜ優遇を受けているのかということをやはり説明できるようにしなけ

ればいけない。そうでなければ、長らく市と関係が深かっただとか、そういっ

たところが優先されてしまうというところ、これまでの経緯というところで長

らく残ってしまうということになるのではないかと。長く市とやってきた、そ

の言葉をきょうの文脈から言えば、じゃあ長くやってきたということはそれは

公益性を果たしていると言えるのかという問題点につながるんじゃないかなと

いうところがあったと思います。 

 そうですね。 

 私が先ほど申し上げたようなことは、７ページは特に今会長おっしゃられま

した事業の成果が広く市民に波及するものであることというあたりだったんで

すけれども、例えば終わりにのところで残ってた、ここに非常に端的に書いて

あるんですけれども、やっぱり受ける方にも出す方にも長きにわたり甘えの構

造がそこにはあったと。なので、そこを変える、その位置づけを変えるとする

と、さっき申し上げましたような補助金が行政の、何と言うんですかね、行政

のお手伝いをするということではないんだというところ、行政のお手伝いをす

るのではないのだということを恐らく団体運営補助金は見直す方向に見直し

て、どんな団体かということではなく、何をしているのかということに対して

補助をしていくという、ここの方向性の転換だったんじゃないかなと思います。

その意味では、公募制の補助金の話が出てるのは、まさに何をするところなの

かというところが、どんな団体であるかということ以上に、何をしているのか

ということにシフトしているのだということは、公募補助金の部分についても

出てくるのではないかなと思います。そのときも概念的に市民というふうなも

のを出しても実際にそれをどう形づけるのかとか、それから委員のおっしゃら

れたように、逆に使い勝手の悪い部分をどうしたらいいか。アンケートでその

部分ができるだけ多く出てくるのが私たちの関心だと思ってますけども、その

部分の課題は残るかなと思いますね。 

 そこで言ったことが記憶に僕残ってないし、言ってないのかもしれないんで

すけど、そこの減免のとこでも特別に突出していた二つの団体がありますよね。
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吹奏楽団と体育協会とですよね。補助金でも突出するところがやっぱりあって、

それはあれですよね、文化振興財団ですかね。それとか社会福祉協議会もそう

かな。これは片一方は減免、片一方は補助金と、同列にちょっと論じるのは危

険かもしれませんが、文化振興財団とか、それから社会福祉協議会なんかに出

している補助金は、これは前に言いませんでしたか、委託料なんですよね、実

際は。補助金という言葉を使っているけど、これは同列に置いてたらあかんの

違うのと。つまり今の税法上の扱いでは補助金にしなければ消費税取られたり、

余分な税金を納税する義務が発生するから、それを迂回するために補助金とい

う名称を使っているのが大半なんですよね、これ。兵庫県、県は原則的に補助

金にすることを指導しているはずですわ。大阪府でもそうですね。各税務署管

轄でちょっとずつ解釈が違うんで困るんですけどね。これ委託料となると明確

に収益事業となりますから、補助金の方がこの場合は妥当なんです。だからそ

れはちょっと分けてあげないといけないん違いますか。同列に論じたらちょっ

と気の毒ですよね。やれと言われてやってるんですから。 

 それでこっちも減免の場合は、これもこの当該団体にしてみたら同じような

理屈が働くかもしれないんだけど、実はこれは行政がつくった団体ではなく、

市民がつくり上げてきた団体であるとするなら実質補助ですよね。これをちょ

っと区分けしてた方がいいと思いますね。実質これは補助金ですよね。委託事

業にはとれませんよね。それをちょっと整理しておきます。 

 それから、委員おっしゃってくださったことに即して言いますと、やっぱり

有効性の議論はちょっと後に置くとしまして、公益性の議論は、何もかも市長

が特に認めた場合、別段に許しますよというこのブラックボックスはもうあか

んでしょうね。もうだめでしょうね、これは。持ちこたえられませんね。そし

たら、やっぱり委員会要るんでしょうか、審査会、審議会。 

特に運営の部分が一応見直しということになっていますけれども、こういっ

たところで出すのが適当かどうかというのを毎年やると恐らく、そのための行

政コストがものすごく大きくなってしまいますので、やっぱり何年かに一度で

も、それが果たして適しているものかどうかというのを、市民の代表というと

語弊がありますが、それを市民の目線を入れ、あるいはそれを受けている団体

の目線を入れて議論したり評価したりする部分ってあった方がいいかもしれま

せん。逆に制度的にできるかどうかわかりませんけれども、補助金を受けてい

る団体さんのところが何らかのかかわりができる、あるいは受けたいと思って

いるようなところが何らかの形でかかわれるというところの少し、だれが評価

するかというところですね。それの客観性といいますか、市民性が担保できる

場所というのは必要なのかもしれません。 

 公募補助金の場合は採択するしないのところが恐らくそれの役割を果たすん

だと思いますけれども。私見ですが。 

 公募補助金の場合は、当然に採択するための委員会、外部委員会を設けない

と担保できませんから、委員もかかわっておられます寝屋川市、これは公募補

助金審査会ですね、あって、毎年、毎年、幾つかエントリーに上がるやつを全

部聞いて、ふるいにかけて審査していってます。これは当然公募型補助金にな
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るわけですけども。それから箕面市もやってます。豊中市もやってます、公募

型の補助金。ですので、この北大阪、摂津、北部側都市あたりではもう既に一

般常識になってきつつあるかもしれませんので、もう川西が踏み込んでも混乱

はないように思うんですけどね。情報交換はお互いしてはるやろうし。 

 会長、そのときにちょっとお伺いしたいんですけれども、委託型の補助金と

事業型のいわゆる本来の意味での補助金を分けるというのは、私も本当に今会

長のご指摘を伺って、ああ、なるほどと思ったんですけれども、その場合、ひ

ょっとしたら事業補助型の、委託に準ずるものではなくて、事業補助型の補助

金については予算の枠を一定程度明確にかける必要があるのかなというふうに

思いますが、それはいかがですか。 

それもやっぱりきちっと枠を決める必要があるでしょうね。年間例えば何本、

何千万円までは用意しますとか。それは片一方削っていった、コストダウンで

削っていた補助金の何十％かを原資とするとかいうような形にして切りかえる

ことは可能でしょうね。この問題はちょっとまだ後に議論しましょう。 

 公募補助金制度のあり方、今は審査システムが必要だという結論が出つつあ

るんですが、この件に関して議論を深めたいと思います。 

 そうするとここに出している補助金はこれで妥当ですね、よろしいですねと、

また認めますねと、まだ３年ぐらいはよろしいですかということで、何年後か

にやるわけですね。 

イメージとしては、私見としては。 

 ただし同一事業については、この前審議会の答申では５年をめどにしてもう

やめることになってますね。よっぽどのことがあったら再延長を認めます。で

すから、長かったら５年に一遍受けるわけですか。 

 そうしますと、恐らく評価シートを精緻にするのはなかなか大変なんじゃな

いか、いろんな意味で何と言うんですか、割とシステムとして精緻にするとい

うことよりも、そこで一定の評価をされたんだということを重きに置くと、少

しその部分ではいろんな意味で負担といいますか、負担が減るかなと思います。 

 そこで委員がおっしゃられてたような、使う側からの使い勝手のいいあり方

みたいなことが検討できる部分ができて、制度としてがっちり決めてしまうと

なかなか動かせなくなりますので、そういう部分があるとなおいいかなという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 ということは、例えば審査委員会というか、審議委員会の場所で使い勝手の

悪いとか、あるいはどうすりゃいいかということについても意見をもらって、

建議する機能があった方がいいということですね。 

 そうですね。 

 審査だけじゃなくて。審査、答申だけじゃなくて、建議機能も持とうと。 

 より有効に生かしてもらうというのが本心だとすれば、その方がいいんでは

ないかなと思います。運用の部分を含めてということで。 

 諮問事項だけじゃなくて、みずから建議することもできる委員会が必要だと。 

 それと構成については委員からの言葉をかりると、一つは中間判定をできる

ような学識経験者は要るでしょうね。当然預かっている蔵元の行政代表も要り
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ますわな。市民代表といったって抽象的だとおっしゃってましたから、サービ

スユーザーとしての、補助金をもらっている側の団体代表も入ってもらわんと、

委員さんがおっしゃってるような使い勝手のよさの意見は出ませんよね。そう

するとタクスペアー型代表みたいな代表もいるね。市民側の代表が二通り要る

と。租税負担者市民。わしらの税金をどない使うてくれとんのやと思ってくれ

る市民と。 

そんな活動をしているならもっとこういうふうにやってくれっていう市民

が、すいません。 

もっとこれらによこせっていう市民と、２通りあっていいんかということで

すね。 

 やっぱり補助金が特定個人じゃなくて広く市民に波及するということから考

えますと、どうしても商業だと補助金が保護されてますが、既得権化って手も

ありますよね。あれはその時代に補助金が行政需要が時代に合ってるかどうか

という検証、これはなかなか難しい。それとまさに効果の把握ですね。これ効

果の把握、団体のこういう答申を見ましても、ほとんどそこはなかなか解決さ

れてなくて、川西市だけじゃなくて、右肩上がりの経済状況が続いてまいりま

したんで、どうしても行政の側でも安易な対応がありましたし、片一方、もら

ってる団体も甘えがあったと。そこをどういう形で第三者的に。だから新しい

補助金は原則公募型ということも視野に入れて考えていくということと。 

 それは前の答申もそうですね。 

 出てる。これはやっぱり実効を高めるということで、既存の補助金ですね、

そういう時代的な視点でどうかというものを見直し、今おっしゃる委員会、そ

こゆだねるということもなかなか大きな課題だと思うんですけども、大阪で公

募型もありますんで。それは逆に公開されると多くの市民がそれの関心を持っ

ておられますから、特定の団体の特定の不利益については市民サイドの目から

逆に提案があるかもわかりませんし、そうすると財政的にうまく時代的になっ

ていくのかな。 

もう一つ組み方がありまして、行政はあくまでも事務局なんだから引っ込ん

どけという言い方がありまして、その場合、学識経験者グループ１と、それか

らサービスユーザー側市民１と、それからタクスペアー型側市民１との合計１

対１対１で人数構成した方がいいという案もあるんです。行政は事務局的にお

っても発言権を与えるというやり方もありますけどね、それは幾つかのバリエ

ーションがありますが、できるだけ市民自体は会議の中に反映される方がいい

と思います。言い方はちょっと気をつけないかんのですけど、表向き皆さんこ

れだけのしはりますけど、実際何の役にも立ってまへんであの団体、とかいう

批判が出ても私は構わないと思うんです。それに対して、いや、そんなことな

いとその委員会の中で反論しはったらええわけです。そういう生々しい議論が

結構寝屋川ではあります。それを聞いてるうちに、その効果ってどういうこと

かというのがお互いに議論で確認できることがありますし。 

 そういう議論というのは透明性という形で上から発信できれば、今まで違っ

た効果があるんですね、有効性というんですか、実効性というか。 
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それも含めて公開されてるんです。 

全部公開してるんですね。 

だから批判したい場合は批判することを覚悟で、聞かれること覚悟で批判し

はるわけですよ。 

そりゃ市民したら、あそこ何でこんだけもろうとんかと。私聞いたらそれだ

け価値がないじゃないかと逆にそういう点は。それでまた反対側からの熱い議

論をしてもろうたらいいですね。 

だから同じ委員の中で物すごく擁護しはる人と、物すごく批判しはる人と両

方出てくるケースもあります。それが私は討議やと思いますね。だから客観的

な物差しを決めてというのはやっぱり困難ですよね。だからそれはやっぱり市

民が評価し、判定するというところにもっとゆだねていいんじゃないでしょう

かね。 

 そうですね。自分たちのその税金の使い道を自分たちが議論してもらうと。 

 むしろ審査会のなすべきことは、この金額が妥当なんやろうかとか、こんだ

けぎょうさん要るのとか、もうちょっと削られへんかとか、こんな議論になっ

たりしてきますね、その場合。認めるけどというね。 

 そこに評価というのが出てくるんですね。 

 はい、出てくるんです。 

 事前評価というのはもちろん補助金の執行、あるいはお渡しすることを決定

する段階の審査ですけど、それは期待評価なんですよ。期待と推定評価なんで

すね。事後評価というのは結果の評価なんです。そのさっきから何遍も意見出

てます有効性というのは、結果的にどんだけ有意義な変化を発生させたかです

から、いろんな変化がありまして、社会の物理的変化もありますけど、人の心

を動かした、これも変化なんですよね。人々の心に刻みつけられた、よい思い

出を残したとか、期待を持たせたとか、それも変化だとするならば、それも有

益性、有効性なんですね。だから、有効性判定というのは非常に難しい。 

 事業内容と決算評価を市民にわかりやすく公表して、そこからまたいろいろ

な多くの市民の意見が全体を。 

 事業内容に評価はできても、特に団体さんの存在について評価はすらっとで

きないですよね。だから事業ベースというのはやはりその意味もあって、そこ

の部分なんだと思います。その後どんな活動をされているか、そういった展開

について私たち未来を決めることはできませんし、逆にそれに挙証責任を上げ

るのもおかしな話ですし、しかしそうすると事業ベースというのはそういう意

味で、今こういうことをするということに対して、それはやっぱりそういう観

点から出す価値があるだろうと、ということなのかなと。それはそこを判定す

るのは、やはり行政は代理機構としての部分がありますが、すみません、うま

く言えないんですけれども、そこにやはり市民が入らないと、じゃあどうして

あそこは出てここは出ないの、うちにもよこしなさいよというところにやっぱ

り陥ってしまうんじゃないでしょうか。だから位置づけそのものが補助金とい

うのは変わっているんだと、既にというところをメッセージとして発する意味

でもあると思うんですけど。すみません、うまくまとまりませんでした。 
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 何となしにわかるような気がします。 

 言っていいのかとか言えないのか。 

 暫定的な今段階の結論ですが、やはり第三者機関はつくった方がいいねとい

う答えですね。 

 このあたりいかがでしょうか、 

 今出す側もそうですが、もらう側から意見を直接聞く機会は要るでしょうね、

必ず。ただ、心配なのは補助金の効果を示した上に、もらう団体がかなりの事

務量が要ると、もらう補助金に見合うぐらい仕事をすると委員会がなくなるん

で、やっぱり余りもらう側に負担かけるのもどうかなという気はするんです。

何百万もらったら少々手間かけてもいいんでしょうけど。何十万ですから。た

だ、議論しないと実際わかりませんよね。 

 相当なエネルギーが要るんですね。 

 要りますね。 

 行政側にも市民の側にも、まさに参画ということになるかと思いますけども、

そのための見直し、エネルギーというんですか、市の指導で参加してもらうと

いうことを覚悟がなかったらなかなかそこは。どうしても従来、予算をつくる

ときは一緒、わいわいがやがや皆、議会を含めて、川西はどうか知りませんけ

ど、やられてるところは多いんですけども、後の事後の評価検証は、決算書で

帳じりが合ってればおおむねよろしいかなということが過去にずっと、一部を

除いてございましたよね。ですから、今おっしゃったその点での事後評価、相

当のエネルギーが要るけどやっぱりこれは大事なとこですね。 

 幾つかスタンダードを決めてもいいと思うんです。例えば年間１事業につい

て例えば３０万円を超えた補助金をもらう場合は、必ずプレゼンテーションを

して事後報告会にも出席することというオブリージをつけるとか。それ未満の

ものは報告書の提出で、縦覧といいますか、公開によって変えることができる

とか、金額ベースによってその負担のランキングを分けてもいいかもしれませ

ん。たかだかと言うたら失礼ですが、５万円でこんな報告書を書くというたら

皆嫌になりますやんな。だれが考えても嫌です、そんなね。 

 一定額上の、補助金もらうことは税金を使わせてもらうわけですから、何し

ろもらってる側はちゃんと自己評価して、市民に説明する責任がある、行政も

説明責任がありますけど、そういう意味でこれから補助金をもらうということ

はかなりの既得権化しとるんじゃなくて、自分たちの事業を市民に理解しても

らうというプロセスにつながりますし、そういう意味では行政の高度化にはつ

ながるんですね、補助金を通して。だから矛盾ではないんですね。 

寝屋川でも、どこでも、豊中でもそうですけど、前もって申請する団体がエ

ントリーするときに、前もってプレゼンテーションをしますよね。説明会へ出

てきて、やっぱり１５分、２０分簡単に説明しますわね。もらった後の報告会

もちゃんとやってますわ。やっぱり２０分、３０分報告会をします。むしろプ

レゼンテーションをしに来たり報告会することは、その団体のアピールになる

わけです。この団体はこんなに頑張ってるぞという、物すごくライセンシーが

上がっていくというか、市民認知が上がってくるんですね。 
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それを通して補助金の効果も上がるわけですね。 

 やはりほかの団体さんのことを聞いてると、やっぱりそれなりに、もちろん

それが刺激になる部分もあったりするんですけど、今委員がおっしゃったとお

り、どれぐらい、報告を例えば１項目しか評価部分がなくて、それが５項目に

なりましたというのと、５項目の評価項目を２００項目にしました。だから評

価が精緻であるって、理屈ではそうなのかもしれないんですけど、やっぱり大

事なことは使い勝手と使ったことを生きる形でお金が使われるということの部

分だと思うんで、応募する人にも金額ベースなのかそれは議論する必要がある

と思うんですけれども、成果主義、報告主義に偏り過ぎない、あるいは文書主

義に偏り過ぎないということに留意をしながら、使い勝手のいいというか、お

金の生きる仕組みとしての、それを含めて第三者機関のあり方の中で議論して

いくというのもあり得るかなと思います。 

 とにかくやっぱり議論する部分というのがないと、物すごく精緻な仕組みを

つくって、なかなかそれが精緻過ぎるがゆえにみんなに余り読んでもらえない

みたいな部分もないわけではないので、ほどよい正当性とそれを支える議論み

たいなことがあるというなと、済みません、どうしても何となく概念的になっ

てしまいます。 

それでは、前回の答申、お出しくださっている答申の中でまだ未実施の部分、

未実施の答申だけで見送られている部分については、今回をもって実施に踏み

込むという前提で、その一つが審査会と言うていいんでしょうか。補助金、何

と言うたらいいんでしょうね、補助金審査会か。 

補助金制度審査会。 

 補助金制度委員会か何でもよろしいわ、名前はね、今のところは。ええ名前

をまた考えます。機能はもうわかってもらえましたね。審査するだけじゃなく

建議もします。それから毎年の評価を受けて、そして提案をしていきますとい

うことですね。その構成については納税者側、受益者側、それから第三者評価

ができる学識経験者、最低その三者は要ると。そこに金庫番の行政も予算制約

について意見を言いたいというならば入ることも可であるということです。 

 それでは、評価についての、もうお話ちょっと踏み込みましたけど、幾つか

のやっぱり評価基準みたいなことですね、ちょっといいアイデアを出していた

だけたらと思うんですが、前委員会では公益性と公平性と透明性は、これ出し

てくださってるんですけど、むしろこういうものには補助金を出すべき違うの

という積極的な指標、それをちょっと議論していただけたらと思うんですが。

例えば先駆性があるよというやつ。これ市民にとってはすごい先頭切ったリー

ダー役になってくれて、ああ、こういうのがお手本なんだ、いいなという、そ

ういう先駆性を切り開いてくれてるというものがあっていいんじゃないかと。 

 それとか、あと何があったかな。寝屋川ではあと何があったんですかね、評

価の指標。 

 もともとあれはにぎわい創出か、何というか、活動助成型、サンセット型に

入れるか入れないかです。サンセット型を入れると運営的な部分にも補助が入

るような形になりますけども。 
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 それからちょっと寝屋川から離れるかもしれませんけども、社会的弱者や社

会的少数者に対してサポートをするということはあり得るかなというふうに思

いました。先駆性、あるいは社会的なマイノリティに対して。もし政策的に誘

導するということを入れるのであれば、総合計画。 

 総合計画との整合性。 

 整合性。総合計画と関連がある、あるいは市が委託にならない程度になんで

すけども、そこと重なりがある部分ですね。市の総合計画か、市の大きな政策

ターゲットとのかかわりのところが。 

 今、委員がおっしゃってくださった少数者とか社会的なマイノリティという

ものに対するまなざしですが、これはちょっと特記しといた方がいいかなと思

うんですね。なぜかというと、古典的な公益性の定義は全部これ排除してしま

う危険性があるんですよね。不特定多数の第三者利益と定義します。オールド

クラッシックモデルの公益性の定義は。不特定でないとあかん、多数じゃない

とあかん、第三者利益、反射的利益でないとあかん、直接利益はあかん。これ

でいきますと特定されて少数で、当事者性が強いという人たちは全部アウトと

なりますと、例えば在日韓国朝鮮籍の人々に対する識字の教育ね、１世に対す

る識字学級なんて、特定少数の当事者利益でないかということで踏みつぶされ

る危険性がありますよね。こういう人権領域に関して全くアゲンストになって

しまうような定義になってしまうという危険性があるので、ですから一般的公

益性定義としてはこれは余り使うのは僕は好ましくないと思っているんです。

使ってもいいけど、結果的にそういう人たちに対する施策とか公共的投資が全

体の利益になるということはやっぱり論証する必要があるんですけどね。 

 おっしゃるとおりですね。 

 わかってくれる世論が形成されないときは、ファッショ的なときにはこれは

踏みつぶされてしまいますから。 

 特にみんなが痛みを我慢しろというときには、ちょっと難しい言葉、難しい

とか理解され得ない。 

 そういうことです。例えば財政不況の真っただ中にほうりこまれたときなん

かに、こういう弱い者いじめが発生する可能性があります。それどころやない

やろいうて。今のどこやら府みたいなもんですな、はっきり言いますが。京都

府ではありません。 

 何となく方向性が。もう１回ぐらい議論した方が。 

 どうかなと思うんですけどね、インパクトアナリシスというのが昔ありまし

たよね、ＮＰＯの社会的貢献のいろんな側面。一つは新しい公共の担い手が生

まれてくる。新しい公共サービスの担い手として登場してくれる期待が持てる。

二つ目が少数者とか、多様な人々の表現等を代弁してくれる。踏みにじられそ

うな人々の意見を代弁してくれるという多様性の表現ということですね。三つ

目は技術革新の担い手になってくれる。これ技術って何も物質的技術ばっかり

じゃなくて、社会技術ですね、これも含める。四つ目が社会の危機を予知して

くれる。カナリアの役をやってくれる。五つ目がコミュニティを新しく再編成

するつなぎ役になってくれるという五つのパラスというやつがあるんです。こ
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れもやっぱ市民公益活動に期待していい、そういう価値領域と違いますかね。 

 ですが責任ある市民が自立課題をこう、後ろから押していくんですかね。そ

こで僕が最初、客観性と思ったら、やっぱり客観性だけで割り切ってはいかん

というとこがしみじみ思える。どうしてもすぐ客観性なんてことを、抽象的に

なっちゃうんですけど。 

 そうですね。客観性というのは、実は、カントやないけど存在するのかとい

うものがあって。 

 どこの教科書を見ましても客観性なんか出てくるんですね、財政の教科書を

見ましたら。 

 ゆがんだ多数の主観が客観だという説もあるわけで。 

 ゆがんだ多数の主観。 

 それの集合体。 

 客観性で客観的であって、客観そのものではないと。 

 ですから、あれですね、私たちの町の公益性を決めるのは私たちですと市民

が覚悟と決断を持つしかないんですよ。それが結局内輪でけんかするのは嫌や

から、あるいはパイの取り合いをするのは嫌やから、嫌な話は全部役所でやっ

て、市長さんが決めてというのが代理民主主義で、それがもう限界に来たとい

うことでしょう、この場合。この補助金の話に関してはね。 

 だから補助金をもらうということは物すごく責任を伴うんですよということ

ですね。だから責任を持たない人は静かにリタイアしてくだされば、言葉悪い

ですけどそうですね。その客観性の議論から出てくるんですか。 

 だからゆがんだ主観で決めたらいいわけですよ。それは市民による客観にな

るわけですから。 

 逆にそれがたとえ間違ってもみんなで決めたんだというところですかね。 

 そうです。みんなで決めたという政治的事実がないと。 

 やはりなかなか行政さんの中で市の決断というのはやはり踏み込めにくいけ

ど、本当は市民が、というところなんだと思うんですけれども。 

お金の使い道は市民が決めると。 

市民が納得するのが大事だと。それ以外ないんです。 

それ以外ないですね。 

 ここでこれぐらい、１６万の市で全員が集まるということは無理なので、な

のでその議論のプロセスや外形的な客観性のところは、やはり一定の担保はし

なきゃいけないけれどもというところで、そこに参加できない人もちゃんと納

得できるような資料としての部分は要るけれどもということになるんではない

でしょうか。 

 何とか川西方式ともいうべきものがあったらいいんですよね。オンリーワン

のまちづくりの行財政改革も何か象徴できるようにできたらいいですね。 

ＮＰＯばっかりの話をしたらいけないのかもしれませんが、アドボカシーと

いう言葉がありますよね、ＮＰＯの世界で。アドボカシーいうたら最近は寄附

金集めみたいにとってるんですかね。アドボカシーいうたら寄附金集めじゃな

いんですよね。アドボケイトって道を唱えるということなんですよ。これが本
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当に人間の生きる道だぜと、これが本当に市民のやることだろうと言ってわあ

わあわあわあ言っているうちに、そうかそうかいうて、みんながわかったいう

て金出して寄附してくれるというのがプロセスなんですけど、お金を集めるこ

との意味になっちゃったんですね、変な話が。実は私はお金を集めることじゃ

なくて支持を集めることや思うんです、アドボカシーってね。だから場合によ

ったら１年間の間で例えば２００万円やったら２００万円というお金をぽんと

置いといて、このお金をどういうふうに分割して、どういう団体に使っていた

だきましょうかね言うて、みんなで人気投票しましょうという町になっても構

わないと思うんですよ。 

 そういう投票ができるような仕組みをつくってもいいんです。ただそれがま

たコストがかかるとか、手続コストがかかるということになると、こっちの方

がまだ安いコストで、政治的な正当性といいますか、レジティマシーもある程

度担保できるというのが審査会方式ではないだろうかと思うわけです。 

 ちょっと公益性に戻りますけど、この答申を読みまして、多分公益性って議

論しにくかったんだろうと思うんですね。実際に補助対象の議論をしている感

じが。例えば住民自治とか社会福祉とか、文化・芸術・スポーツの振興とか、

それから地域振興のための産業交流に役立つなら補助金として出しましょう

と、対象を決める方が実践的、実際的なんでしょうね。そういう意味では、市

が例えばこういう行政をこれからしたいとか、そういう市の企画に合致する、

先取りして何かしてくれる団体があったら補助するのも、一つの補助金のあり

方じゃないかと思うんですね。 

 それを考えとったら、国の補助金というのは、実際は新しい何か行政のとき

に補助しましょうといいますか、それが市とか県の行政とかに定着したら切り

ましょって、最初にしたんであって、実際はそのとおりに実施されてませんけ

ど、ただ何か新しいことをやるときにそれを手助けするというのも一つの補助

金のあり方じゃないかと思いますし、市の先ほど言われた市の施策とか、市の

行政に合致するとか、それも一つの基準として考えてもいいんじゃないかと思

うんです。そういう意味では余り公益性を出さない方が理解しやすいんかなと

思いました。これは苦労されたんでしょうね。 

 下手に公益性なんて言わん方がええんですよ。川西市にとって得するかとい

うことで、川西市役所か川西市民が得すると。 

 川西市民が得するかどうかいうのが基準なんですね。だれか判断できるんで

すか。 

 その方がリアリティがありますよね。そういうふうに考えた方がええですよ

ね。 

 いずれにしましてもこの議論は、今そういう第三者的な委員会を設けること

がベターだという答え出ましたけど、この補助金制度そのものがこれからどう

転がっていくか、まだちょっと弾力的なところがあります。今回きちっとそこ

の最後まで結論が出せるかどうかちょっと見込みがありませんが、来年、再来

年にわたってまだ議論が続く余地があると思うんですね。そういう意味ではプ

ラン、ドゥー、チェック、アクションという一つのサイクルがありますが、そ
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のサイクルのいずれにおいても改善を提案できるようなそういう機関を設けた

方がいいじゃないかなということも見えたような気がします。この委員会がそ

のままそこに行くかどうかは別としまして、そういう途中経過からでも改善の

提案ができる、あるいは改善方策が実行できるようなそういう仕組みが必要だ

と思います。 

 それを、その中で今言ったようなジョンズホプキンス大学のインパクトアナ

リシスに示された５つのプラス、市民公益活動の５つのプラスというのがある

んですね。それも今回、次回以降の補助金の評価システムの中に入れられたら

なと思います。これは行政評価とはまた違う評価をやった方がいいと思います

ね。行政評価でいう評価はコストダウンと、どんだけ生産性を上げたかのパフ

ォーマンスアクトと、それから有効性分析のエフェクティブネス評価でしょう。

ところが、これ先ほど見させてもらったらアウトカムのエフェクティブネスま

で行けてないのが大半ですよね。これ実際難しい議論なんで、そう簡単にせん

方がいいと思います。それよりも補助金関係については今言ったようなインパ

クトナレージス型の５つのプラスでやった方がいいかもしれません。 

 そうすると、あとどうでしょう、補助金、新しく公募型補助金をつくるかど

うかは別ですけども、公募型補助金をつくるにしても強い団体、伝統のある団

体、一律にするのはちょっとまずいと思うんで、新しく団体を興したいとか、

ＮＰＯを興したいというところに対する初期、初動期支援型と、それから立ち

上がって成長するところへの、何と言いますか、肥料をあげるような補助金と、

それから成長も終えて次自立してきましたよというところへの補助金とやっぱ

り性格を分けるべきじゃないでしょうかね。そういう使い分け方はもう幾つか

の自治体はやってますので、これを新規に公募型補助金を導入するならば、少

し参考にしてくださったらどうでしょうか。でないと、新しい市民活動が次々

と生まれてくる形にならないと思うんですね。 

 どうしても私たちは公共団体は関連まで考えますよね。決算はとか。次への

それのところが市民活動をどういう形で支援しているか、なかなか見えないん

ですね。それはおっしゃったようにここでできるんですよね。 

 例えば初動期立ち上がり支援というのが１年間か２年間もらえると。次、成

長期型の肥料もらい型の支援がまた１年か２年もらえると。自立型のやつがま

た２年もらう。しかしそれ以上延びてはもうあきませんよと。通算して５年、

あるいは６年を超えて自立できなかったら打ち切りになりますよと何でもええ

と思うんですね。その制度設計もまた考えてみる必要があるん違いますかね。 

 今回の議論はまだ今回限りではありません。大変幅広く奥深い議論でもあり

ますし、制度設計につながる議論でもございます。きょうの中間結論としては

第三者委員会が必要だということはわかりました。ただ、公募型補助金をどの

ように制度設計するかということも、行政側がどれだけの資金が捻出できるか

にもよりますし、ありまへんがなと言われたら話になりませんしね。それとあ

わせてまた議論をせねばならないと思います。 

 このほかにも評価と合わさった話ですが、公表、公開、これも一律に義務づ

けるというのも問題があるなという感じもしますので、もう一度これについて
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の議論は次回ぐらいには決着をつけるべく望みたいと思いますので、ひとつよ

ろしくお願いします。 

 きょうの議論は一応このぐらいにしとこうかなと思いますが、事務局の方か

ら何かもう少しここのところを教えてくれとか、もうちょっと勉強して議論せ

よとかいうことがあれば、おっしゃってください。 

 一言だけちょっと。 

 決算成果報告書の部分で、この部分につきましてはもうホームページ等でご

覧いただいてるところもあるかもしれませんが、こちらの方については私ども

平成８年から苦労して仕組みをつくったもので、中身的に今回抜粋してる関係

上、先ほどアウトプットとアウトカムの関係を先生からご指摘受けましたが、

実際の本体の方では最大限の努力をして、それのお見せできるもの、けさ、先

ほど委員の方からも議会の方に、これは議会に提出するための決算を説明する

資料として作ってるもので、それはかなり市全体で協力し合って作っている中

身で、今回ちょっと抜粋分で、アウトプットのところばっかりが目立つような

形での編成になっておりますが、まだ一度ホームページ、それからちょっと今

回成果品を、先ほど申し上げましたが、成果報告書って、財政分析編で過去か

らのブレンドというか、財政分析がどのような形で来たかというものと、それ

から個別の事情を加えてつくったものでございますので、委員ご指摘の部分に

ついても、一定取り組みは既に開始しているという弁明だけはさせていただき

たいと思います。お許しいただきたいと思います。 

 以上です。 

 ありがとうございます。 

 特にこれをきょうコメントさせていただくタイミングがなくてちょうどよか

ったんですけど、例えば人件費や公債費の入った形でこういう形、成果表が出

されているというのはすごく大きなことだと思うんですね。私たち自身もこれ

が補助金に限らず、これを見て活用できる部分というのを考えていかなきゃい

けないなというのを強く感じたところです。 

これ誰がおっしゃってくださってたんですかね。よくできてるじゃないです

かっていうて。 

 物すごい事務作業だなと思って私拝見したんですが、ようつくってると思い

ます。 

 立派ですね。 

 私もかばうつもりで言うわけじゃないんですが、川西市の行政評価は現実に

は全国をまだリードしてるんですよね。かつてはトップバッターを走ってまし

たが、後から来る連中が皆悪知恵がついてきて、ええとこばっかり真似するも

んやから、よう似たもんになってきましたけど、これはこれで全国最高水準で

す。 

 ただ、アウトカムの議論については、私が余分なことを言いましたけど、そ

う簡単にアウトカム指標は出せるものではありません。この指標は中長期的な

社会的変化を物差しにしない限り議論できません。ですから、１年や２年でア

ウトカム指標が出せるもんではないのが大半です。 
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 でありますけども、直観で大概人間はわかるんですね。何となしにみんなの

気持ちが変わってきたぞとか、行動が変化してきたぞというと、実際世の中が

変わるんですよ。それを数値的に証明するいうのは大変困難であるということ

と、後になって証明できるということが多い。いわゆるエフェクティブネスと

言われるアウトカム指標は、こういう決算成果の段階で出すのはとても難しい

です。そのことだけ申し上げます。 

 １５年度は立派な答申を出されてましたね。これを見ながら、かつて４２年

に川西市の住宅地造成に関する指導要綱ができましたね。それは川西方針いう

ことで全国で物すごく評価されたんですけども、川西市ってすごいそういう意

味ではすごい先駆性を持ったところで、市民として誇りに思いますね。 

これは自治体学会の中でも何回か報告してもらってるぐらいですもんね。よ

い事例として、すぐれた事例として。ですから、いい作品を皆さん、協議して

いただいているわけです。 

 逆にもっとやっぱり使えるようにならないと、我々もいけないんですね。 

 もし審議の時間があるようであれば、アンケートに関する進捗や感想などを

事務局からいただけたらと思うんですが。 

 それもお聞きしたいと思います。 

 アンケートはこの間送ってくださるということで動いてるんですが、その後

どうですか。 

 ４９団体に送らせていただきまして、現在返ってきてるのが約１０団体、締

め切りが８月８日にしている関係で、まだ問い合わせレベルもございます。 

 結果の内容なんですけども、当然肯定的に統合すればいいよと、実際やって

いるのは私たちなんだからという趣旨の意見と、逆に団体がはっきりと違うじ

ゃないかという形で否定される意見などさまざまございます。当然質問の内容

で補助金を一つしか決算書に計上されてないとこっていうのは、余り回答をす

るところがございませんし、そこに自由筆記の部分に回答されてこない団体に

なれば、もうほとんど記入がないという団体もございます。ですからまだ半分

も満たない状況ですんで、これからちょっと中身を、返ってくる中身を見なが

らまたご報告する形になるかと思います。 

 書きにくいという問い合わせがあるんじゃないかと、我々みんな心配してい

たんですが。 

どう書いたらええのという問い合わせはありましたか。 

 ありました。 

 やっぱりな。 

 まずかなり見たところから、結局廃止されるだろうと、統合されるだろうと

いう形で、言葉を選ばず言いますと、心を閉ざした状態で問い合わせをされる

方もおられますんで、ちょっとそこの問い合わせがあった団体からはまだ回答

が返ってきておりませんので、中身はどうなるかわかりませんけども、一応説

明もさせていただいてます。 

 逆に書きにくいのもまたその人たちだって補助金を考える機会になります

ね。おしかりを受けるかもわかりませんけども。それで団体の自立につながれ
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ば。 

 逆にご説明する機会のときに丁寧に説明していただいて、真意をおわかりい

ただくような形でご理解をいただきたいです。 

 使い勝手のいい補助金にするためにやってるんですよと言うてええもんやら

悪いもんやら。必ずしもそうじゃない面もあるかもしれんしと。 

 それでは、大体の議事の審議は一応これで終わりましたが、何かつけ加える

ことございましたら。 

 よろしゅうございますか。あといかがですか。 

 私も不勉強ですけど、行政ＳＲ作戦で評価されとるし、また次回でも結構で

すけども、行政ＳＲ作戦ですね。広報の中に出てるんですけど、なかなか市民

の理解できないところがあるんですけど。 

 説明してください。 

 行政ＳＲ作戦というのは、行財政改革の別名で使っていた名前でございまし

て、はっきり申しまして、トップが交代した関係でその名前を使わなくなりま

したということです。具体的には平成６年からスタートし、８年からスタート

して、１９年度で完了した事業、行財政改革の総称でございます。 

 その後、行政ＳＲ作戦というふうな名称を改めまして、通常一般的な行財政

改革という名前に置きかえまして、平成２０年度スタートして、前回、審議会

の資料でもお渡ししたと思いますが、行財政改革推進計画という名前にして、

今現在推進してるところでございます。 

 ＳＲいうのはもう忘れていいわけですね、こっちは。 

 お願いしたいと思います。 

 Ｓって何の頭文字。 

 スピーディ、スマイル、サティスファクションのリサーチ、リフォームでは

なくて、リサーチですね。 

 スピーディ、スマイル、サティスファクション。 

 わかりました。ありがとうございました。 

 それでは、次回、今事務局の方からご報告いただいておりますアンケート結

果が上がってくると思います。次回はそれについてご審議いただいて、残りの

時間に本日のこの続きの審査基準、もしくは特化基準、判定基準、何にでも使

えるこういう基準のにじみ出しをしていきたいと思います。 

 次回は８月１８日の月曜日、午後６時半、同じくこの庁議室ということでご

ざいますので、よろしくお願いします。 

 では本日、いろいろご意見いただきましてありがとうございました。 

 これを持ちまして閉会とします。 

 

 


